






参考．かき又はさくの構造の制限 

住宅地内の道路に面するかき又はさくは，街並みの連続性と開放性を大きく左右する要素

であり，これらを適正に誘導することは，本地区計画で目標に掲げる「統一感のある良好な

都市景観の創出」に寄与するものである。 
このため本地区において，良好な住環境の形成を誘導する地区である「一般住宅 A 地区（一

低専）」，「一般住宅 B 地区（一中高）」及び「一般住宅 C 地区（一住）」においては，道路に

面して設けるかき又はさくの構造(門扉・門柱を除く)は，原則として，生垣又は，宅地地盤面

から高さ 1.2ｍ以下の透視可能なフェンス等とする。ただし，コンクリートブロック造，レ

ンガ造，石造等であっても，開放性を著しく妨げない範囲で設ける場合についてはこの限り

でない。なお，開放性を著しく妨げない範囲とは，次の図に示す範囲内とする。 
風呂場・脱衣所付近に，プライバシー保護の目的のために設けるフェンス等にあっては，

上記の制限を適用しない。また，道路と宅地地盤面に高低差があり，転落等の危険を回避す

るために設けるフェンス等にあっては，その高さ 1.2ｍ以下の制限を適用しない。 
   更に，電気，ガス等の保安施設又は，公園，学校，老人ホーム，保育所，福祉ホーム等そ

の他これらに類する施設で，施設管理や周辺環境の保護を図るために必要な場合については，

制限を適用しない。  

 【※】透視可能なフェンス等とは，ネット形状，メッシュ形状，格子形状（縦・横）等これら

に類するものをいい，透過性については，最低限 50%以上の透過性を有するものとする。 

 
   宅地地盤面 

   透視可能なフェンス等の基礎部分をコンクリートブロック造で設ける場合には， 
   高さ 40cm 以下とする。 

 
  宅地地盤面 
  コンクリートブロック造などを高さ 40cm 以上に部分的に設ける場合には，透視可能 
  なフェンスなどの部分を全長の 1/2 以上確保するものとする。 

 


